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社会福祉充実残額の有効活用について

○ 社会福祉法人が保有する財産については、事業継続に必要な財産（控除対象財産）を控除した上で、
再投下可能な財産（社会福祉充実残額）を明確化する。
○ 社会福祉充実残額が生じる場合には、法人が策定する社会福祉充実計画に基づき、既存事業の充実
や新たな取組に有効活用する仕組みを構築する。

【活用可能な財産】

資産から負債（借入金等）
や基本金を控除し、現に活
用可能な資産を算出。

【再投下対象財産】
（社会福祉充実残額）

【①事業用不動産等】

事業継続に必要な財産
（＝控除対象財産）

社会福祉事業等に活
用している不動産の
帳簿価格。

「社会福祉充実計画」を策定
し、計画的に、既存事業の充
実又は新規事業に活用。

資産－負債－基本金
－国庫補助等特別
積立金

年間支出の１月分
＋事業未収金

財産目録上の事業用
不動産等の合計額

減価償却累計額×建設単価等上
昇率×自己資金比率○％ 等

第１順位：社会福祉事業 地域公益事業
1第２順位：地域公益事業 第３順位：公益事業

施設の将来の建替とそ
れまでの間の大規模修
繕に係る費用等

【③運転資金】

【②将来の建替費用等】

（残額の使途は、以下の順に検討の上、法人が策定する社会福祉充実計画に基づき、既存事業の充実や新たな事業に再投資）

緊急な支払い等に備
えるための運転資金

【社会福祉充実計画の策定】

社会福祉充実
残額が生じた
場合のみ



「控除対象財産」及び「社会福祉充実計画」について

○ 控除対象財産とは、
・ 再投下対象財産（社会福祉充実残額）の算定に当たり、「事業継続に必要な財産」として、定量的に算定可能
な「枠」を設定するもの。
⇒ 社会福祉法人の事業形態・財政状況は多様であり、このルールにより算定された額（枠）と実際に法人が
保有している財産額は異なる。

・ 会計上のルールとは別の仕組み。
⇒ 社会福祉法人制度として事業継続に必要な財産を算定するルールを定めるものであり、会計基準の枠組み
とは別のルールであることから、例えば、法人が将来の備えのために計上した積立資産（積立金）であるこ
ともって自動的に控除対象財産とはならない。
（積立資産（積立金）計上はこれまでどおり可能。）

○ 社会福祉充実計画とは、
・ 控除対象財産を超えて社会福祉充実残額が生じた法人が、将来の事業計画を明らかにするために作成するもの。

⇒ 充実残額がない法人は計画作成不要。また、充実残額の使途は、収益事業を除き、社会福祉法人が行うこ
とができるすべての事業に活用可能。

・ 法人の自主性を踏まえた計画作成、状況に応じ柔軟な計画変更が可能。
⇒ 所轄庁は、法令に規定される要件に適合する場合には、計画を承認することとされている。

◆ 法人の財産の状況や将来の計画を「見える化」することにより、法人の説明責任が果たされる。
◆ 法人の判断で、充実計画に基づく事業の充実拡大が可能であり、法人の自主性は尊重される。
◆ 会計や税務上のルールとは別の基準として設定されるもの。（したがって、充実残額に対する課
税などはない。）
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「控除対象財産」の算定イメージ

○ 社会福祉法人のⒶ すべての財産（基本金及び国庫補助等特別積立金を除く。）を対象
に、Ⓑ事業継続に必要な財産（控除対象財産）と余裕財産を区分し、余裕財産をⒸ再投下
対象財産として位置づける。

① 社会福祉法に
基づく事業に活用
している不動産等

（考え方）

・ 土地

・ 建物

・ 設備

※社会福祉法に基づく事業に

活用している財産の特定は財産
目録等により行う

再
投
下
対
象
財
産

② 再生産に必要な
財産

（考え方）

・建替、大規模修繕

・設備・車両等の更新

※再生産に必要な財産につ
いては、補助金、融資の活
用を考慮した算出基準を適用

③ 必要な運転資金

（考え方）

・事業未収金

・緊急の支払や当面
の出入金のﾀｲﾑﾗｸﾞ

控除対象財産：事業継続に必要な最低限の財産

資産－負債－基本金－国庫補助等特別積立金 ＝

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓐ

＊負債、基本金及び国庫補助等特別積立金
との重複部分は調整
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控除対象財産①「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」について

○ 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」として控除対象となる財産については、次の
ような考え方に基づき、整理する。
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控除対象となる財産 控除対象とはならない財産（※）

○ 法人が実施する社会福祉事業等に直接又は間接的に供
与されている財産であって、当該財産がなければ事業の実
施に直ちに影響を及ぼしうるもの。

○ 法人が実施する社会福祉事業及び公益事業等の実施に
直ちに影響を及ぼさない財産。

・ 現に事業に活用している土地・建物・設備（障害者総合支
援法に基づく就労支援事業に活用されている土地・建物・
設備を含む。）等
・ 職員の福利厚生のための土地・建物・設備等
・ サービス提供に必要な送迎車両
・ サービス提供に必要な介護機器
・ サービス提供に必要な生活機器（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、
電子レンジ等）
・ 事業に必要な事務機器（パソコン、プリンター等）
・ 災害時のための食料・物品の備蓄
・ 障害者総合支援法に基づく就労支援事業における工賃変
動積立金
・ 使途が限定されている寄付金等（基本金に計上されないも
の）
・ 国・自治体等の補助により造成され、使途が限定されてい
る基金等

・ 現預金、有価証券
・ 人件費積立金、修繕積立金等の積立資産（ただ
し、障害者総合支援法に基づく就労支援事業における工
賃変動積立金を除く。）
・ 遊休不動産（断続的であっても、長期にわたって事業に継
続して使用している不動産は除く。）
・ 美術品

※ ただし、現預金や有価証券、人件費積立金、修繕積立金等については、「再生産に必要な財産」や「必要な運転資金」として控除
対象となる場合があり得る。



（算出方法（イメージ））
再取得に必要な財産

＝ （減価償却累計額×建設単価等上昇率）×一般的な自己資金比率 ＋α（修繕等）

39年目30年目20年目10年目
建替

５億円

１０億円

○減価償却により法人内に自己資金が蓄積され、建替
時期（３９年（※）経過後）には、現在の建物と同等の建
て替えを行うための資金が法人内部に留保される。

○法人に蓄積される建替費用は建設時の水準であるこ
とから、建設単価等上昇率を考慮する。

減価償却累計額 補助金比率

借入金比率

自己資金比率

○減価償却累計額（建設単価等上昇分を含む）には、
補助金、借入金、自己資金によるものが含まれてお
り、建替時に補助金や借入金を活用することを前提
にすれば、法人が再生産のために保有すべき額は
減価償却累計額に一般的な自己資金比率を乗じた
額となる。

１１億× ＝再取得に必要な財産
（控除対象）

減
価
償
却
累
計
額
×
建
設
単
価
等
上
昇
率
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※ 建物の耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関す
る省令」（昭和40年大蔵省令第15号）によることとされている。

控除対象財産②「固定資産の再取得に必要な財産」について

※ 建設単
価等上昇率
が1.1倍であ
ったと仮定し
た場合の例



6※ 90％点とは、母集団のうち上位10％を除く、上限値。

一般的自
己資金比
率の90％
点等の上
限（WAMデ
ータ等）

【建替に必要な自己資金比率のイメージ】
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控除対象財産③「必要な運転資金」について

○ 「必要な運転資金」として控除対象となる財産については、次のような考え方に基づき、
・「年間事業活動支出の１月分」＋「事業未収金」
としてはどうか。

【年間事業活動支出１月分の考え方】
・ 厚生労働省が行ったサンプル調査によれば、年度末時点で１月程度の運転資金を保有していれば、年間を
通じて、運営に大きな支障は生じないと見込まれることから、「年間事業活動支出の１月分」を必要な運転資金
として控除する。

【事業未収金の考え方】
・ 事業未収金は、あらかじめ必要な事業費について、入金前に賄う必要があることから、控除対象とする。

⇒ 介護報酬等による施設については、事業未収金が2ヶ月分発生するため、実質的に計３月分が控除対象と
なる。

⇒ 措置費又は保育所運営費により運営される施設については、原則として事業未収金が計上されないため、
実質１月分が控除対象となる。



社会福祉充実残額の算定式
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社会福祉充実残額 ＝ （活用可能な財産） － （控除対象財産①〔社会福祉法に
基づく事業に活用している不動産等〕＋控除対象財産②〔再生産に必
要な財産〕＋控除対象財産③〔必要な運転資金〕）

（再投下対象財産）

※１ 〔活用可能な財産〕
＝ 資産－負債－基本金－国庫補助等特別積立金

※２ 控除対象財産①〔社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等〕
＝ 財産目録により特定した事業対象不動産等に係る貸借対照表価額の合計額○円

※３ 控除対象財産②〔再生産に必要な財産〕
＝ 【将来の建替に必要な費用】

（現在の建物に係る減価償却累計額○円×建設単価等上昇率○．○）×一般的な自己資金比率○％
【建替までの間の大規模修繕に必要な費用】
＋ （現在の建物に係る減価償却累計額○円×一般的な大規模修繕費用割合２０％）－過去の修繕額○円
【設備・車両等の更新に必要な費用】
＋ 減価償却の対象となる固定資産（10万円以上）に係る減価償却累計額の合計額

※４ 控除対象財産③〔必要な運転資金〕 ＝ 年間事業活動支出の１月分＋事業未収金相当額

ＡＣ Ｂ

※ なお、各法人の事務処理を円滑にする観点から、今年度中に構築する予定の「財務諸表開示システム」において、これらの計算を簡易
に行うための入力シートを組み込む予定。

※ 各種係数については、現時点では仮置きであり、別途行うこととしている調査研究事業の結果などを踏まえ、最終的に決定。

Ａ



「控除対象財産」の算定のポイント

○ 「控除対象財産」の算定に当たっては、できるだけ合理的かつ簡便なルールを定める一方、各法人
の経営環境は様々であることを踏まえ、以下のような点を考慮することとしている。

（建設単価の変動や施設の規格の向上）
◆ 建設資材や工事費の変動や個室・ユニット化等の仕様の変動に対応するため、建設工事デフレーターや建設時
における１㎡当たり単価と、直近の福祉医療機構の融資実績との増減率などの指標を活用することを検討。

（補助金の支給水準の変動）
◆ 直近の福祉医療機構の融資実績や別途厚生労働省が一般社団法人日本医療福祉建築協会に補助して行う調査研
究事業の成果を活用することにより、現在の補助制度の実情を踏まえた一般的な自己資金比率を設定することを
検討。

【建設時からの環境変化への対応】

◆ 一般社団法人日本医療福祉建築協会による調査研究事業の成果を踏まえ、実態に即した一般的な大規模修繕費用
割合を設定。

【大規模修繕費用への対応】

◆ 建設時の自己資金比率が一般的な自己資金比率を上回る場合については、建設時の自己資金比率に応じて、これ
を一定の範囲内で評価。

【建設時の自己資金比率が高い施設への対応】
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社会福祉法人における事業継続に必要な建設費と大規模修繕費に関する調査研究
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○ 平成２８年度社会福祉推進事業（国の補助事業）により、一般社団法人日本医療福祉建築協会に補助を
行い、社会福祉法人が事業を継続するための適正な財務状況を明らかにするため、建物のライフサイクル
コストのうち、建設費と大規模修繕費のデータの収集・分析を行う。

２．事業内容

（１）建設コスト等に関する実態調査の実施
6,500程度の社会福祉法人を対象に、事業種別や建物種別、用途地域、建設費等に関する調査を行い、施設の新規建
設コスト及び大規模改修コストに関して、書面による実態調査を実施。

（２）ヒアリング調査の実施
実態調査に加え、運営の方針や修繕計画の工夫等の補足情報を把握するため、実態調査の回答があった法人の中
から一部を選定し、訪問によるヒアリング調査を実施。

（３）調査結果の分析
社会福祉法人関係者や建築関係者等の有識者によって構成される委員会を設置し、調査結果の分析を行うとともに、
報告書を取りまとめる。

３．スケジュール（予定）

○ 実態調査については８月～９月、ヒアリング調査については９月～１１月の間に実施し、１２月にこれらの調査結果を
取りまとめ。

１．実施主体

○ 一般社団法人 日本医療福祉建築協会


